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１．対策事項  

① 公共施設（集会施設）における、集会等については自粛を要請します。 

② 体育施設等は原則休館とし、使用を中止します。 

③ 不特定または多数の人が集まるイベント等は原則中止または延期とし

ます。 

④ 市の宿泊キャンペーンは９月４日から一時取扱いを休止とします。 

⑤ 市内小・中学校における学校行事等（校外学習・部活動を含む。）は原

則中止・延期とします。また、学校の部活動以外のスポーツクラブ、文化

系クラブへの参加も自粛してくださるようお願いします。 

⑥ 市立図書館については、貸出しと返却のみとし、イベント等については

中止とします。 

⑦ 市で運営している温泉施設については、感染予防の注意喚起をし、営業

を実施します。ただし、大広間・サウナの利用については、休止とします。 

⑧ 県をまたいでの往来は控えていただきますようお願いします。 

⑨ 県内でも感染拡大地域との往来を回避していただくようお願いしま

す。 

 
２．取り組み期間  

 令和３年９月１日（水）から９月３０日（木）までの１か月間とします。

なお、今後の発生状況により期間を延長する場合があります。 

 

市民の皆様へお願い 
新型コロナウイルス感染症対策のご協力をお願いします 

県内において新型コロナウイルス感染が急速に拡大していますので、市

では下記のとおり対策を強化しますので、市民の皆様のご協力をお願いし

ます。 

公共施設の利用を計画している皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理

解くださるようお願いします。 

問い合わせ先 

つがる市新型コロナウイルス感染症対策本部 

電話 42-2111 内線 303（福祉部 健康推進課） 


